
◆中小企業者・小規模企業者とは 

以下の資本金基準、従業員数基準のいずれかを満たす 

会社を指します。 

中小企業者 

 

 小規模企業者 

業種 資本金 従業員数 従業員数 

製造業 

その他の業種 
3億円以下 300人以下 20人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下 

小売業 5千万円以下 50人以下 5人以下 

サービス業 5千万円以下 100人以下 5人以下 

 

 

 

 

 

 

 

概 要 
業務の効率化や生産性の向上を念頭においたシステム等の導入にかかる計画の策定に必要と 

なる経費及びシステム等の導入に必要となる経費について、補助金を交付します。 

なお、この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。 

対 象 者 

中小企業基本法に定める中小企業者のうち、以下のすべてを満たす中小企業者・小規模企業者 

① 申請日以前に引き続き１年以上、市内に事業の主たる事業所または生産施設がある。 

② 市税等の滞納が無い。 など 

補 助 事 業 

１年目 AI・DX 推進計画策定事業（補助期間：交付決定日から令和 9 年 2 月 26 日（金）まで）  

コンサルタント事業者による次の①～③全てを満たす伴走支援を受けて行う事業 

① デジタル技術の基礎的な知識の取得、社内 DX 推進マインドの醸成 

② 現況把握（業務の棚卸し、経営課題の整理）、体制整備 

③ 目標設定、AI・DX 推進計画の策定 

２年目 AI・DX 導入事業 

１年目に策定した AI・DX 推進計画に基づくシステム等導入の取組みに関する事業 

2 年間の取組みが必須となります。1年目のみの取組みはできません。 

助 成 額 

１年目 対象経費の 2/3 [限度額] 150 万円 令和 9 年度は 1/2（小規模企業者は 2/3）予定 
※対象経費はコンサルタントにかかる委託料のみ 

２年目 対象経費の 1/2（小規模企業者は 2/3） [限度額] 200 万円  
※対象経費は備品購入費、使用料及び賃借料、委託費、設置工事費など 

募集時期等 令和８年３月 16 日（月）～５月 22 日（金） 

採 択 方 法 書類選考及びプレゼンテーション審査（６月頃） 

注 意 点 

① 交付決定（７月頃予定）前の発注経費は対象外です。 

② 同一事業内容で国、県、市、その他公的機関から補助金等、資金助成の交付及び交付決定を 

受けている事業は対象外です。 

③ 採択された場合、策定した AI・DX 推進計画を本市ホームページに掲載させていただきます。 

また、採択事業者のホームページでも同様に掲載していただきます。 

 

システム導入計画の策定から実装まで支援します！ 

金沢市AI・DX推進支援事業 

【お問い合わせ・提出先】 

金沢市 経済局 産業政策課 〒920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号 

TEL 076-220-2204  FAX 076-260-7191  MAIL sansei@city.kanazawa.lg.jp 

提出書類等はこちらからダウンロードできます。 

 
金沢市AI・DX推進支援事業 
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/sosh

ikikarasagasu/sangyoseisakuka/gyom

uannai/3/4/30689.html 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoseisakuka/gyomuannai/3/4/30689.html
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoseisakuka/gyomuannai/3/4/30689.html
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoseisakuka/gyomuannai/3/4/30689.html

